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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の気筒を有しかつ、特定温度以下の条件下でガソリンよりも気化率の低い特殊燃料
を含む燃料が供給されるように構成されたエンジン本体、
　前記気筒内に燃料を噴射する燃料噴射弁を有しかつ、前記エンジン本体に前記燃料を供
給するように構成された燃料供給機構、
　前記気筒内の混合気に点火を行うように構成された点火プラグ、及び、
　所定の停止条件が成立したときに前記エンジン本体を自動停止しかつ、所定の始動条件
が成立したときに前記エンジン本体を自動始動するように構成された制御器、を備え、
　前記制御器は、前記エンジン本体の自動始動を行う時には、前記エンジン本体のクラン
キングと共に、前記複数の気筒の内、最初に圧縮上死点を超える気筒内に先ず、前記燃料
を噴射して点火をし、
　前記制御器はまた、前記エンジン本体に供給する前記燃料における前記特殊燃料の濃度
が所定濃度以上のときには、前記エンジン本体の自動始動を行う時に、前記エンジン本体
のクランキングと共に、前記複数の気筒の内、最初に圧縮上死点を超える気筒内に前記燃
料を噴射せず、２番目に圧縮上死点を超える気筒内に前記燃料を噴射して点火をする火花
点火式エンジンの始動制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の火花点火式エンジンの始動制御装置において、
　前記制御器は、前記エンジン本体の自動始動を行う時には、前記気筒が少なくとも圧縮
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行程にあるときに前記燃料の噴射を行う火花点火式エンジンの始動制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の火花点火式エンジンの始動制御装置において、
　前記制御器は、
　　前記自動始動時の前記エンジン本体の温度状態が所定温度よりも低いときには、前記
気筒が圧縮行程にあるときに噴射する燃料量を、吸気行程にあるときに噴射する燃料量よ
りも多くする一方、
　　前記エンジン本体の温度状態が前記所定温度以上のときには、前記気筒が吸気行程に
あるときに噴射する燃料量を、圧縮行程にあるときに噴射する燃料量よりも多くする火花
点火式エンジンの始動制御装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の火花点火式エンジンの始動制御装置において、
　前記制御器は、前記燃料における前記特殊燃料の濃度が所定濃度以上のときには、前記
エンジン本体の自動始動を行う時の、前記燃料の圧力を所定以上に設定する火花点火式エ
ンジンの始動制御装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の火花点火式エンジンの始動制御装置において、
　前記制御器は、前記エンジン本体の温度状態が所定温度以上のときに当該エンジンの自
動停止を許容すると共に、前記燃料における前記特殊燃料の濃度が高いほど、前記エンジ
ン本体の自動停止に係る前記所定温度を高く設定する火花点火式エンジンの始動制御装置
。
【請求項６】
　請求項５に記載の火花点火式エンジンの始動制御装置において、
　前記所定温度は、前記特殊燃料の大気圧下での沸点以下に設定されている火花点火式エ
ンジンの始動制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここに開示する技術は、火花点火式エンジンの制御装置に係り、特に特定温度以下の状
態下でガソリンよりも気化率の低い特殊燃料を含む燃料が供給されるよう構成された火花
点火式エンジンの制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球温暖化等の環境問題の視点からバイオ燃料が注目されており、ガソリンと例
えばバイオエタノールとを任意の混合比で混合した燃料で走行可能なＦＦＶ（Flexible F
uel Vehicle）が実用化されている（例えば特許文献１参照）。ＦＦＶにおける燃料のエ
タノール濃度の範囲は、市場で流通している燃料のガソリン及びエタノールの混合比によ
って異なるが、例えばＥ２５（ガソリン７５％、エタノール２５）からＥ１００（エタノ
ール１００％）まで変化する場合、又は、Ｅ０（ガソリン１００％）からＥ８５（ガソリ
ン１５％、エタノール８５％）まで変化する場合がある。尚、ここでいうＥ１００には、
エタノールの精製過程で十分に水分が除去されず、５％程度の水分を含有するＥ１００（
エタノール９５％、水５％）も含まれる。
【０００３】
　このようなＦＦＶでは、燃料のエタノールの濃度によって燃料の性状が異なる。つまり
、多成分燃料であるガソリンは、その標準沸点が２７～２２５℃の範囲になることから、
例えば図２に、温度に対するガソリンの蒸留率の変化を示すように、温度が比較的低い状
態であっても、気化率は比較的高い。これに対し、エタノールは単一成分燃料であって、
その標準沸点は７８℃であるから、温度が比較的低いときには気化率が０になってガソリ
ンの気化率よりも低くなる状態がある一方で、温度が比較的高いときには気化率が１００
％になってガソリンの気化率よりも高くなる状態がある。そのため、エンジンの温度状態
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が所定の温度以下の低温時には、燃料におけるエタノールの濃度が高いほど、また、エン
ジンの温度状態が低いほど、気筒内での燃料の気化性能は悪化する。つまり、気筒内に供
給した燃料量に対する、燃焼に寄与した燃料量の重量比を気化率と定義すれば、エタノー
ルの濃度が高いほど、また、エンジンの温度状態が低いほど、気化率は低くなる。例えば
Ｅ１００使用時の、エンジンの冷間運転時には、気化率が低くなることに起因して、混合
気の着火性及び／又は燃焼安定性が悪化してしまうという問題が生じる。
【０００４】
　また、特許文献１には、所定の自動停止条件が成立したときにエンジンを自動停止し、
所定の自動始動条件が成立したときにエンジンを自動始動する、いわゆるアイドリングス
トップ機能を備えたＦＦＶが記載されている。この特許文献１に記載されたエンジンシス
テムでは、前述したように、燃料におけるエタノールの濃度が高いほど、また、エンジン
の温度状態が低いほど、気筒内での燃料の気化性能が悪化してしまうことを考慮して、エ
ンジンの自動始動を確実に行うために、燃料におけるエタノールの濃度が高いほど、自動
停止し難くなるように自動停止条件を変更している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２８１３３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、エンジンの自動始動を行う際に、エンジンのクランキングと共に、最初に圧
縮上死点を超える気筒内に燃料を噴射して、点火及び燃焼を行うことにより、エンジンを
迅速始動させる燃焼始動技術が知られている。この燃焼始動技術をＦＦＶに適用すること
によって、ＦＦＶにおいてもエンジンの迅速な自動始動が可能になる。
【０００７】
　しかしながら、ＦＦＶでは燃料の性状が変化をするため、例えば燃料におけるエタノー
ル濃度が高くて気化率が低下するようなときには、エンジンの自動始動時に、最初に圧縮
上死点を超える気筒内に燃料を噴射しても燃料がほとんど気化せずに、結果としてエンジ
ンの始動性が低下することになる。
【０００８】
　ここに開示する技術は、前記の実情を考慮した技術であり、その目的とするところは、
特定温度以下の状態下でガソリンよりも気化率の低い特殊燃料を含む燃料が供給されるエ
ンジンにおいて、燃料の性状に関わらずエンジン自動始動時の始動性を確保することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　ここに開示する技術は、火花点火式エンジンの制御装置に係る。この火花点火式エンジ
ンの制御装置は、複数の気筒を有しかつ、特定温度以下の条件下でガソリンよりも気化率
の低い特殊燃料を含む燃料が供給されるように構成されたエンジン本体、前記気筒内に燃
料を噴射する燃料噴射弁を有しかつ、前記エンジン本体に前記燃料を供給するように構成
された燃料供給機構、前記気筒内の混合気に点火を行うように構成された点火プラグ、及
び、所定の停止条件が成立したときに前記エンジン本体を自動停止しかつ、所定の始動条
件が成立したときに前記エンジン本体を自動始動するように構成された制御器、を備える
。
【００１０】
　前記制御器は、前記エンジン本体の自動始動を行う時には、前記エンジン本体のクラン
キングと共に、前記複数の気筒の内、最初に圧縮上死点を超える気筒内に先ず、前記燃料
を噴射して点火し、前記制御器はまた、前記エンジン本体に供給する前記燃料における前
記特殊燃料の濃度が所定濃度以上のときには、前記エンジン本体の自動始動を行う時に、



(4) JP 6020351 B2 2016.11.2

10

20

30

40

50

前記エンジン本体のクランキングと共に、前記複数の気筒の内、最初に圧縮上死点を超え
る気筒内に前記燃料を噴射せず、２番目に圧縮上死点を超える気筒内に前記燃料を噴射し
て点火をする。
【００１１】
　ここで、「特定温度以下の状態下でガソリンよりも気化率が低い特殊燃料」とは、例え
ば単一成分燃料であり、具体的にはエタノール又はメタノール等のアルコールを例示する
ことができる。アルコールの具体例としては、サトウキビやトウモロコシを原料としたバ
イオエタノール等の、生物由来アルコールとしてもよい。
【００１２】
　また、「特殊燃料を含む燃料」は、特殊燃料とガソリンとを混合した燃料、及び、特殊
燃料のみの燃料の双方を含む。ガソリンと特殊燃料との混合比に、特に制限はなく、任意
の混合比を採用することができる。エンジン本体に供給される燃料は、ガソリンと特殊燃
料との混合比が一定であってもよいし、随時、変化してもよい。特殊燃料をエタノールと
したときに、「特殊燃料を含む燃料」には、具体的には、ガソリンにエタノールを２５％
混合したＥ２５から、エタノール１００％のＥ１００までの範囲で、任意のエタノール濃
度の燃料が含まれる。また、前記の構成は、エンジン本体に対して、特殊燃料を含まない
燃料が供給されることを排除するものではない。例えば特殊燃料をエタノールとしたとき
に、エンジン本体に供給する燃料には、ガソリン（つまり、エタノールを含まないＥ０）
から、ガソリンにエタノールを８５％混合したＥ８５までの範囲で、任意のエタノール濃
度の燃料が含まれる。さらに、「特殊燃料を含む燃料」には、水が含まれていてもよい。
従って、５％程度の水分を含有するＥ１００もまた、ここでいう「特殊燃料を含む燃料」
に含まれる。尚、燃料におけるアルコール濃度は、様々な手法により、検知又は推定する
ことが可能である。
【００１３】
　「気化率」は、気筒内に供給した燃料量に対する、燃焼に寄与した燃料量の重量比とし
て定義することができる。こうした気化率は、エンジンの排気通路に取り付けたＯ２セン
サの検出値に基づいて算出することが可能である。エンジン本体の温度が所定温度以下の
条件下では、燃料における特殊燃料の濃度が高いほど、また、エンジン本体の温度状態が
低いほど、気化率は低くなり得る。
【００１４】
　「燃料噴射弁」は、気筒内に、燃料を直接、噴射する燃料噴射弁としてもよい。また、
そうした直噴の燃料噴射弁に加えて、吸気ポートに燃料を噴射する燃料噴射弁を別途備え
てもよい。
【００１５】
　前記の構成によると、所定の停止条件が成立したときには、エンジン本体は自動停止さ
れる。所定の停止条件は、例えばエンジン本体の温度状態が所定温度よりも高いこと、運
転者がブレーキペダルの踏み込み操作を行っていること、及び、車速が所定車速以下であ
ることを含む。尚、エンジン本体の自動停止を行う時に、エンジン本体のピストン位置が
、当該エンジンの自動始動に適した位置となるような制御を行ってもよい。
【００１６】
　そうして、エンジン本体が自動停止した後、所定の始動条件が成立したときには、エン
ジン本体は自動始動される。所定の始動条件は、例えば運転者がアクセル操作を行ったこ
と、車両バッテリの残容量が少なくなって充電が必要になったこと、また、空調装置のコ
ンプレッサの作動が必要になったことを含む。
【００１７】
　所定の始動条件が成立してエンジン本体の自動始動を行う時には、エンジン本体のクラ
ンキングと共に、複数の気筒の内、最初に圧縮上死点を超える気筒内に先ず、燃料を噴射
して点火をする。クランキングの開始後、最初に圧縮上死点を超える気筒は、停止時に圧
縮行程にある気筒である。エンジン本体の自動始動時に、エンジン本体の温度状態が比較
的高いときには、当該気筒に噴射した燃料は、筒内の高温雰囲気によって気化することに
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なる。一方、エンジン本体の温度状態が比較的低いときには、その停止時に圧縮行程にあ
る気筒のピストンがクランキングによって上昇するに伴い、断熱圧縮により気筒内の温度
が次第に高まるから、当該気筒に噴射した燃料の気化が促進される。そうして、当該気筒
内に形成された混合気に点火されて、燃焼が行われる。その後、複数の気筒について順次
、燃料噴射及び点火が行われて、エンジン本体の始動が完了することになる。このように
、エンジン本体の自動始動時には、早期に燃料噴射を開始して、クランキングを行うもの
の基本的には、燃焼によってエンジン本体の始動を行うことにより、始動時間を極めて短
くすることが可能になる。
【００１８】
　そうして、エンジン本体の自動始動を行う時に、エンジン本体に供給する燃料における
特殊燃料の濃度が所定濃度以上のときには、前述したように、最初に圧縮上死点を超える
気筒内には、燃料を噴射せず、２番目に圧縮上死点を超える気筒内に燃料を噴射して点火
をする。燃料における特殊燃料の濃度が所定濃度以上であって、特にエンジン本体の温度
状態が低いときには、燃料の気化率が低下する。このため、最初に圧縮上死点を超える気
筒内に燃料を噴射しても、燃料の気化が余り期待できない。また、当該気筒は、ピストン
位置が圧縮行程の途中にあり、そこから圧縮上死点に至っても、実圧縮比は相対的に低く
なる。そのため、気筒内の温度上昇も、それほど見込めず、このこともまた、燃料の気化
には不利になる。
【００１９】
　これに対し、２番目に圧縮上死点を超える気筒は、エンジンの停止状態で吸気行程にあ
る気筒に相当する。当該気筒は、クランキング開始後、吸気下死点を経由して圧縮上死点
に至ることから、実圧縮比が相対的に高くなって圧縮端温度が高くなる。そのため、特殊
燃料の濃度が所定濃度以上のときに、高い圧縮端温度を利用して、燃料の気化を促進する
ことが可能になる。結果として、エンジン本体の始動性が高まり、最初に圧縮上死点を超
える気筒内への燃料噴射を行わなくても、エンジン本体の迅速始動が実現する。
【００２０】
　つまり、エンジン本体に供給される燃料における特殊燃料の濃度に応じて、最初に燃料
を噴射する気筒を変更することにより、燃料の性状に関わらず、エンジン本体の自動始動
時の始動性が確保される。
【００２１】
　前記制御器は、前記エンジン本体の自動始動を行う時には、前記気筒が少なくとも圧縮
行程にあるときに前記燃料の噴射を行う、としてもよい。
【００２２】
　圧縮行程にあるときに、気筒内に燃料を噴射することにより、圧縮行程が進行するに伴
い断熱圧縮によって高くなる気筒内の温度を利用して、燃料の気化を促進することが可能
になる。このことは特に、特殊燃料の濃度が比較的高いときの、燃料の気化に有利である
。
【００２３】
　前記制御器は、前記自動始動時の前記エンジン本体の温度状態が所定温度よりも低いと
きには、前記気筒が圧縮行程にあるときに噴射する燃料量を、吸気行程にあるときに噴射
する燃料量よりも多くする一方、前記エンジン本体の温度状態が前記所定温度以上のとき
には、前記気筒が吸気行程にあるときに噴射する燃料量を、圧縮行程にあるときに噴射す
る燃料量よりも多くする、としてもよい。
【００２４】
　エンジン本体の温度状態が所定温度よりも低いときには、気筒が圧縮行程にあるときに
噴射する燃料量を、吸気行程にあるときに噴射する燃料量よりも多くする。これは、吸気
行程中には燃料を噴射せず、圧縮行程中にのみ燃料を噴射することを含む。圧縮行程中の
燃料噴射は、一括噴射でも、分割噴射でもよい。エンジン本体の温度状態が所定温度より
も低い低温状態では、燃料の気化率が低下しやすいため、圧縮行程中に上昇する気筒内の
温度を利用して、燃料の気化、特に特殊燃料の濃度が高い燃料の気化を促進することが望
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ましい。
【００２５】
　一方、エンジン本体の温度状態が所定温度以上のときには、気筒が吸気行程にあるとき
に噴射する燃料量を、圧縮行程にあるときに噴射する燃料量よりも多くする。これは、圧
縮行程中には燃料を噴射せず、吸気行程中にのみ燃料を噴射することを含む。エンジン本
体の温度状態が十分に高いため、圧縮行程中に上昇する気筒内の温度を利用しなくても、
燃料の気化が可能である。また、吸気行程中に燃料を噴射することは、吸気流動を利用す
ることが可能になり、混合気の均質化に有利になる。このことは、混合気の着火性及び／
又は燃焼安定性の向上に有利になり、エンジンの始動性を高める。好ましくは、吸気行程
中と圧縮行程中とのそれぞれで燃料噴射を行うことである。また特に、特殊燃料がアルコ
ールであるときには、ガソリンと比較して過早着火やノッキングといった異常燃焼が生じ
難いことから、アルコール濃度の高い燃料は、エンジン本体の自動始動時に、吸気行程中
に燃料を噴射しても、異常燃焼を回避し得るという利点もある。
【００２６】
　前記制御器は、前記燃料における前記特殊燃料の濃度が所定濃度以上のときには、前記
エンジン本体の自動始動を行う時の、前記燃料の圧力を所定以上に設定する、としてもよ
い。
【００２７】
　つまり、前記燃料における前記特殊燃料の濃度が所定濃度以上であって、燃料の気化率
が低下し得るときには、燃料の圧力を所定以上に高める。このことにより、燃料噴射弁を
通じて噴射される燃料が微粒化すると共に、高圧での燃料噴射によって気筒内の流動を強
めることが可能になる。これは、筒内の流動がない、又は、流動が極めて弱い、エンジン
本体の自動始動時における燃料の気化に有利になる。その結果、エンジンの始動性が高ま
る。尚、エンジンの自動始動時に燃料の圧力を所定以上に高めるために、エンジンの自動
停止時に、燃料の圧力を予め高めておいてもよい。
【００２８】
　前記制御器は、前記エンジン本体の温度状態が所定温度以上のときに当該エンジンの自
動停止を許容すると共に、前記燃料における前記特殊燃料の濃度が高いほど、前記エンジ
ン本体の自動停止に係る前記所定温度を高く設定する、としてもよい。
【００２９】
　特殊燃料は、特定温度以下の条件下でガソリンよりも気化率が低いため、燃料における
特殊燃料の濃度が高いほど、低温時の燃料の気化率は低下する。従って、燃料における特
殊燃料の濃度が高いときにエンジンの自動停止を行うと、その温度条件によっては、エン
ジンの自動始動時の始動性が低くなり、迅速始動し得ないことにもなる。そこで、燃料に
おける前記特殊燃料の濃度が高いほど、前記エンジン本体の自動停止に係る前記所定温度
を高く設定する。つまり、燃料における前記特殊燃料の濃度が高いほど、エンジン本体は
自動停止し難くなる。このことは、エンジンの始動性が大きく低下してしまう事態を未然
に回避する。
【００３０】
　前記所定温度は、前記特殊燃料の、大気圧下での沸点以下に設定されている、としても
よい。つまり、エンジン本体の自動停止及び自動始動を行う温度条件が、その分、拡がる
から、自動停止を行うことによる燃費性能の向上に有利になる。一方で、前述したように
、燃料における特殊燃料の濃度に応じてエンジン本体の自動始動時の燃料噴射形態を変更
することにより、比較的低い温度条件下でもエンジン本体の始動性を確保して、迅速始動
が可能になる。
【発明の効果】
【００３１】
　以上説明したように、前記の火花点火式エンジンの制御装置によると、エンジン本体の
自動始動を行う時には、エンジン本体のクランキングと共に、最初に圧縮上死点を超える
気筒内に先ず、燃料を噴射して点火をすることで、迅速始動が可能になると共に、エンジ
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ンに供給する燃料における特殊燃焼の濃度が所定濃度以上のときには、エンジン本体の自
動始動を行う時に、エンジン本体のクランキングと共に、２番目に圧縮上死点を超える気
筒内に燃料を噴射して点火をすることで、燃料の気化率が低くなるときでも、エンジン本
体の始動性が確保される。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】火花点火式エンジン及びその制御装置の構成を示す概略図である。
【図２】温度に対するガソリンの蒸留量の変化とエタノールの蒸留量の変化とを比較する
図である。
【図３】エタノール濃度及びエンジン水温をパラメータとしたエンジンの停止条件を例示
する図である。
【図４】エタノール濃度とエンジン再始動時の燃料圧力との関係を例示する図である。
【図５】エンジンの停止制御に係るエンジン回転数と燃料圧力の変化とを例示するタイム
チャートである。
【図６】（ａ）燃料におけるエタノール濃度が相対的に低いときの、エンジンの始動制御
を説明する説明図、（ｂ）燃料におけるエタノール濃度が相対的に高いときの、エンジン
の始動制御を説明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、火花点火式エンジンの実施形態を図面に基づいて説明する。尚、以下の好ましい
実施形態の説明は例示である。図１に示されるように、エンジンシステムは、エンジン（
エンジン本体）１、エンジン１に付随する様々なアクチュエーター、様々なセンサ、及び
センサからの信号に基づきアクチュエーターを制御するエンジン制御器１００を有する。
このエンジンシステムは、幾何学的圧縮比が１２以上２０以下（例えば１２）の高圧縮比
エンジン１を備える。
【００３４】
　エンジン１は、火花点火式４ストローク内燃機関であって、図１には１つのみ図示する
が、直列に配置された第１～第４の４つの気筒１１を有する。但し、ここに開示する技術
が適用可能なエンジンは、直列４気筒エンジンには限定されない。エンジン１は、自動車
等の車両に搭載され、その出力軸は、図示しないが、変速機を介して駆動輪に連結されて
いる。エンジン１の出力が駆動輪に伝達されることによって、車両が推進する。
【００３５】
　このエンジン１には、エタノール（バイオエタノールを含む）を含有する燃料が供給さ
れる。特にこの車両は、エタノールの濃度が２５％（つまり、ガソリンの濃度が７５％の
Ｅ２５）～１００％（つまり、ガソリンを含まないＥ１００）までの任意の濃度の燃料が
使用可能なＦＦＶである。尚、ここでいうＥ１００には、エタノールの精製過程で十分に
水分が除去されずに５％程度の水分を含有するエタノールを含む。但し、ここに開示する
技術は、Ｅ２５～Ｅ１００の使用を前提としたＦＦＶに限らず、例えばＥ０（つまり、ガ
ソリンのみでエタノールを含まない）～Ｅ８５（つまり、ガソリン濃度１５％、エタノー
ル濃度８５％）の範囲でエタノール濃度が変化する燃料が使用するＦＦＶにも適用可能で
ある。
【００３６】
　図示は省略するが、この車両は、前記の燃料を貯留する燃料タンク（つまり、メインタ
ンク）のみを有しており、従来のＦＦＶのように、ガソリン濃度の高い燃料を、メインタ
ンクとは別に貯留するためのサブタンクを有していない点が特徴である。このＦＦＶは、
ガソリンのみが供給されるガソリン仕様車をベースにしたものであり、その構成の大部分
は、二つの仕様の間で共通化されている。
【００３７】
　エンジン１は、シリンダブロック１２と、その上に載置されるシリンダヘッド１３とを
備えており、ブロック１２の内部に気筒１１が形成されている。周知のように、シリンダ
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ブロック１２には、ジャーナル、ベアリングなどによりクランクシャフト１４が回転自在
に支持されており、このクランクシャフト１４が、コネクティングロッド１６を介してピ
ストン１５に連結されている。
【００３８】
　各気筒１１の天井部には、略中央部からシリンダヘッド１３の下端面付近まで延びる２
つの傾斜面が形成されており、それらの傾斜面が互いに差し掛けられた屋根のような形状
をなす、いわゆるペントルーフ型となっている。
【００３９】
　前記ピストン１５は、各気筒１１内に摺動自在に嵌挿されており、気筒１１及びシリン
ダヘッド１３と共に燃焼室１７を区画している。ピストン１５の頂面は、前述した気筒１
１の天井面のペントルーフ型の形状に対応するように、その周縁部から中央部に向かって
隆起する台形状に形成されており、これによって、ピストン１５が圧縮上死点に到達した
ときの燃焼室容積を小さくして、１２以上の高い幾何学的圧縮比を達成している。ピスト
ン１５の頂面にはまた、その概略中心位置に、概ね球面状に凹陥したキャビティ１５１が
形成されている。このキャビティ１５１は、気筒１１の中心部に配設された点火プラグ５
１に相対するように、配置されており、これによって、燃焼期間を短縮するようにしてい
る。つまり、前述したように、この高圧縮比エンジン１は、ピストン１５の頂面が隆起し
ていて、ピストン１５が圧縮上死点に到達したときに、ピストン１５の頂面と気筒１１の
天井面との間隔が極めて狭くなるように構成されている。このため、キャビティ１５１を
形成していないときには、初期火炎がピストン１５の頂面と干渉して冷却損失が増大し、
火炎伝播が阻害されて燃焼速度が遅延してしまう。これに対し、前記のキャビティ１５１
は、初期火炎の干渉を回避して、その成長を妨げないため、火炎伝播が速くなって、燃焼
期間が短縮し得る。このことは、ガソリン濃度の高い燃料においては、ノッキングの抑制
に有利になり、点火時期の進角によるトルクの向上に寄与する。
【００４０】
　気筒１１毎に、吸気ポート１８及び排気ポート１９がシリンダヘッド１３に形成され、
それぞれが燃焼室１７に連通している。吸気弁２１及び排気弁２２はそれぞれ、吸気ポー
ト１８及び排気ポート１９を燃焼室１７から遮断（閉）することができるように配設され
ている。吸気弁２１は吸気弁駆動機構３０により、排気弁２２は排気弁駆動機構４０によ
り、それぞれ駆動され、それによって所定のタイミングで往復動して、吸気ポート１８及
び排気ポート１９を開閉する。
【００４１】
　吸気弁駆動機構３０及び排気弁駆動機構４０は、それぞれ吸気カムシャフト３１及び排
気カムシャフト４１を有する。カムシャフト３１，４１は、周知のチェーン／スプロケッ
ト機構等の動力伝達機構を介してクランクシャフト１４に連結される。動力伝達機構は、
周知のように、クランクシャフト１４が二回転する間に、カムシャフト３１，４１を一回
転させる。
【００４２】
　吸気弁駆動機構３０は、吸気弁２１の開閉時期を変更可能な吸気バルブタイミング可変
機構３２を含んで構成され、排気弁駆動機構４０は、排気弁２２の開閉時期を変更可能な
排気バルブタイミング可変機構４２を含んで構成される。吸気バルブタイミング可変機構
３２は、この実施形態では、吸気カムシャフト３１の位相を所定の角度範囲内で連続的に
変更可能な、液圧式、機械式又は電動式の位相可変機構（Variable Valve Timing：ＶＶ
Ｔ）により構成され、排気バルブタイミング可変機構４２は、排気カムシャフト４１の位
相を所定の角度範囲内で連続的に変更可能な、液圧式、機械式又は電動式の位相可変機構
により構成されている。吸気バルブタイミング可変機構３２は、吸気弁２１の閉弁時期を
変更することにより、有効圧縮比を調整し得るものである。尚、有効圧縮比とは、吸気弁
閉弁時の燃焼室容積と、ピストン１５が上死点にあるときの燃焼室容積との比である。
【００４３】
　点火プラグ５１は、例えば、ねじ等の周知の構造によって、シリンダヘッド１３に取り
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付けられている。点火プラグ５１の電極は、気筒１１の概略中心において燃焼室１７の天
井部に臨んでいる。点火システム５２は、エンジン制御器１００からの制御信号を受けて
、点火プラグ５１が所望の点火タイミングで火花を発生するよう、それに通電する。
【００４４】
　燃料噴射弁５３は、例えばブラケットを使用する等の周知の構造で、この実施形態では
シリンダヘッド１３の一側（図例では吸気側）に取り付けられている。このエンジン１は
、燃料を気筒１１内に直接噴射する、いわゆる直噴エンジンである。燃料噴射弁５３の先
端は、上下方向については吸気ポート１８の下方に、また、水平方向については気筒１１
の中央に位置して、燃焼室１７内に臨んでいる。但し、燃料噴射弁５３の配置はこれに限
定されるものではない。燃料噴射弁５３は、この例においては、多噴口（例えば６噴口）
型の燃料噴射弁（Multi Hole Injector：ＭＨＩ）である。各噴口の向きは、図示は省略
するが、気筒１１内の全体に燃料が噴射できるように、噴口軸の芯先が広がっている。Ｍ
ＨＩの利点は、多噴口であるため一噴口の径が小さく、比較的高い圧力で燃料を噴射し得
る点、及び、気筒１１内の全体に燃料を噴射可能に広がっているため、燃料のミキシング
性が高まると共に、燃料の気化・霧化が促進される点にある。従って、吸気行程中に燃料
を噴射した場合は、気筒１１内の吸気流動を利用した、燃料のミキシング性、及び、気化
・霧化の促進の点で有利になる一方、圧縮行程において燃料を噴射した場合は、燃料の気
化・霧化の促進により、気筒１１内のガス冷却の点で有利になる。尚、燃料噴射弁５３は
、ＭＨＩに限定されるものではない。
【００４５】
　燃料供給システム５４は、その構成の図示は省略するが、燃料を昇圧して燃料噴射弁５
３に供給する高圧ポンプと、この高圧ポンプに対して燃料タンクからの燃料を送る配管や
ホース等と、燃料噴射弁５３を駆動する電気回路と、を備えている。高圧ポンプは、この
例ではエンジン１によって駆動される。具体的に高圧ポンプは、カムシャフトに取り付け
られている。尚、高圧ポンプを電動ポンプとしてもよい。高圧ポンプは、例えばプランジ
ャ式のポンプであり、高圧ポンプのプランジャは、カムシャフトに設けられたポンプ用カ
ムにより、カムシャフト１回転につき４回の燃料の押し出しを行う。この高圧ポンプは、
ここではガソリン仕様車と同じ比較的小容量のポンプである。燃料噴射弁５３が多噴口型
である場合は、微小な噴口から燃料を噴射するために、燃料噴射圧力は比較的高く設定さ
れる。最大の燃料圧力は、例えば２０ＭＰａである。電気回路は、エンジン制御器１００
からの制御信号を受けて燃料噴射弁５３を作動させ、所定のタイミングで所望量の燃料を
、燃焼室１７内に噴射させる。ここで、燃料供給システム５４は、エンジン回転数が上昇
するに伴い燃圧を高く設定する。これは、エンジン回転数が上昇するに伴い、気筒１１内
に噴射される燃料量も増大するが、燃圧が高くなることで、燃料の気化・霧化に有利にな
ると共に、燃料噴射弁５３の燃料噴射に係るパルス幅を可及的に短くするという利点があ
る。前述したように、燃料タンクには、Ｅ２５～Ｅ１００までの任意のエタノール濃度の
アルコール含有燃料が貯留されている。
【００４６】
　吸気ポート１８は、吸気マニホールド５５内の吸気経路５５ｂによってサージタンク５
５ａに連通している。図示しないエアクリーナからの吸気流は、スロットルボデー５６を
通過してサージタンク５５ａに供給される。スロットルボデー５６にはスロットル弁５７
が配置されており、このスロットル弁５７は、周知のようにサージタンク５５ａに向かう
吸気流を絞って、その流量を調整する。スロットル・アクチュエーター５８が、エンジン
制御器１００からの制御信号を受けて、スロットル弁５７の開度を調整する。
【００４７】
　排気ポート１９は、排気マニホールド６０内の排気経路によって周知のように排気管内
の通路に連通している。この排気マニホールド６０は、図示を省略するが、各気筒１１の
排気ポート１９に接続された分岐排気通路が、排気順序が隣り合わない気筒同士で第１集
合部により集合され、各第１集合部の下流の中間排気通路が第２集合部で集合された構造
となっている。すなわち、このエンジン１の排気マニホールド６０には、いわゆる４－２
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－１レイアウトが採用されている。
【００４８】
　エンジン１にはまた、その始動時にクランキングを行うためのスタータモータ２０が設
けられている。
【００４９】
　エンジン制御器１００は、周知のマイクロコンピュータをベースとするコントローラで
あって、プログラムを実行する中央演算処理装置（ＣＰＵ）と、例えばＲＡＭやＲＯＭに
より構成されてプログラム及びデータを格納するメモリと、電気信号の入出力をする入出
力（Ｉ／Ｏ）バスと、を備えている。
【００５０】
　エンジン制御器１００は、エアフローセンサ７１からの吸気流量及び吸気温度、吸気圧
センサ７２からの吸気マニホールド圧、クランク角センサ７３からのクランク角パルス信
号、水温センサ７８からのエンジン水温、及び、排気通路に取り付けられたリニアＯ２セ
ンサ７９からの、排気ガス中の酸素濃度、というように、種々の入力を受ける。エンジン
制御器１００は、例えばクランク角パルス信号に基づいて、エンジン回転数を計算する。
また、エンジン制御器１００は、アクセルペダルの踏み込み量を検出するアクセル開度セ
ンサ７５からのアクセル開度信号を受ける。さらに、エンジン制御器１００には、変速機
の出力軸の回転速度を検出する車速センサ７６からの車速信号が入力される。加えて、シ
リンダブロック１２には、当該シリンダブロック１２の振動を電圧信号に変換して出力す
る加速度センサからなるノックセンサ７７が取り付けられており、その出力信号もエンジ
ン制御器１００に入力される。
【００５１】
　エンジン制御器１００は前記のような入力に基づいて、以下のようなエンジン１の制御
パラメータを計算する。例えば、所望のスロットル開度信号、燃料噴射パルス、点火信号
、バルブ位相角信号等である。そしてエンジン制御器１００は、それらの信号を、スロッ
トル・アクチュエーター５８、燃料供給システム５４、点火システム５２、並びに、吸気
及び排気バルブタイミング可変機構３２、４２等に出力する。エンジン制御器１００はま
た、エンジン１の始動時には、スタータモータ２０に駆動信号を出力する。
【００５２】
　ここで、ＦＦＶ用のエンジンシステムに特有の構成として、エンジン制御器１００は、
リニアＯ２センサ７９の検知結果に基づいて、燃料噴射弁５３が噴射する燃料のエタノー
ル濃度を推定する。エタノールの理論空燃比（９．０）は、ガソリンの理論空燃比（１４
．７）よりも小さく、燃料のエタノール濃度が高いほど理論空燃比はリッチ側（つまり、
理論空燃比の値が小さくなる）になることから、理論空燃比でエンジンを運転している条
件下において、排気ガス中に燃え残りの酸素が存在しているときには、燃料のエタノール
濃度が予想よりも高かったと判断することができる。具体的に、燃料噴射弁５３が噴射す
る燃料のエタノール濃度、言い換えると燃料タンク内に貯留している燃料のエタノール濃
度は、給油を行うことによって変化する可能性があるため、エンジン制御器１００はまず
、燃料タンクのレベルゲージセンサの検出値に基づいて給油判定を行い、給油が行われた
ことを判定すれば、燃料のエタノール濃度の推定を行う。エンジン制御器１００は、リニ
アＯ２センサ７９が出力した信号から、空燃比がリーンのときには、燃料中にガソリンが
多いと判定する一方、空燃比がリッチのときには燃料中にエタノールが多いと判定するこ
とにより、燃料におけるエタノール濃度を推定する。尚、燃料のエタノール濃度を推定す
る代わりに、燃料のエタノール濃度を検出するセンサを設けてもよい。推定したエタノー
ル濃度は、燃料噴射制御に利用される。
【００５３】
　エンジン制御器１００はさらに、リニアＯ２センサ７９の検知結果に基づいて、気筒１
１内に供給した燃料の気化率を算出する。気化率は、気筒１１内に供給する燃料量（言い
換えると、燃料噴射弁５３が噴射した燃料量）に対する、燃焼に寄与した燃料量の重量比
によって定義される。エンジン制御器１００は、リニアＯ２センサの検出値を利用して、
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燃焼に寄与した燃料量の重量を算出すると共に、算出した燃料重量と、燃料噴射弁５３の
燃料噴射量とに基づいて気化率を算出する。
【００５４】
　（燃料噴射に関する制御）
　このエンジンシステムは、前述の通りＦＦＶに搭載されたシステムであり、エンジン１
には、Ｅ２５～Ｅ１００までの任意の混合比のアルコール含有燃料が供給される。ここで
、図２は、ガソリンの気化特性とエタノールの気化特性とを比較する図である。尚、図２
は、１気圧下における温度変化に対する、ガソリン及びエタノールそれぞれの蒸留量（％
）の変化を示している。ガソリンは多成分燃料であることから、各成分の沸点に応じて蒸
発する。ガソリンの蒸留量は、温度変化に対しおおよそ線形的に変化することなる。つま
り、ガソリンは、エンジン１の温度状態が比較的低いときにも一部の成分が気化して、可
燃混合気を形成することが可能である。
【００５５】
　これに対しエタノールは単一成分燃料であることから、特定温度（つまり、エタノール
の沸点である７８℃）以下では、蒸留量が０％になる一方で、特定温度を超えると、蒸留
量が１００％になる。このように、ガソリンとエタノールとを比較すると、特定温度以下
では、エタノールの蒸留量の方がガソリンの蒸留量よりも低くなる状態がある一方で、特
定温度を超えると、エタノールの蒸留量の方がガソリンの蒸留量よりも高くなる状態があ
る。そのため、エンジン１の温度状態が所定温度以下（例えば水温が２０℃未満程度）の
冷間状態では、エタノールを含有する燃料は、ガソリンと比較して気化率が低くなる。そ
うして、エンジン１が冷間状態にあるときには、エンジン１の温度状態が低いほど、また
燃料のエタノール濃度が高いほど、燃料の気化率は低下することになる。
【００５６】
　このように、エンジン１の温度状態や、燃料のエタノール濃度によって燃料の気化率が
変化することから、エンジン制御器１００は、目標となる気化燃料量が得られるように、
エンジン負荷及びアルコール濃度等に応じて設定されるベースの燃料量に対し、燃料の気
化率に応じた燃料量の増量補正を行う。
【００５７】
　（エンジンの自動停止・自動始動制御）
　このエンジンシステムは、予め設定されたエンジンの自動停止条件が成立したときに、
燃料噴射弁５３からの燃料の噴射を中止すると共に、点火プラグ５１の点火動作を停止す
ることにより、自動的にエンジン１を停止させる。また、エンジン１の自動停止後にエン
ジン１の自動始動条件が成立したときに、エンジン１を自動始動（つまり、再始動）させ
る制御を実行する。ここで、エンジン１の自動停止条件は、例えばエンジン本体の温度状
態が所定温度よりも高いこと、運転者がブレーキペダルの踏み込み操作を行っていること
、及び、車速が所定車速以下であることを含む。一方、エンジン１の自動始動条件には、
例えばアクセルペダルを踏み込む等の運転者の発進要求に関係する条件と、空調装置のス
イッチをオンにすることや、バッテリ電圧が低下することといった、運転者の発進要求以
外の条件とが含まれる。
【００５８】
　自動停止条件の成立後、エンジン１を実際に停止させるまでの間に、圧縮行程にある気
筒１１及び膨張行程にある気筒１１において、ピストン１５が上死点方向に移動する際の
抵抗を大きくすべく、少なくともこれらの気筒１１に対する吸気量を増大させ、特に膨張
行程となる気筒１１に対してより多く吸気を供給するように、スロットル弁５７をエンジ
ン１の停止動作期間中における所定期間だけ所定の開状態とする制御を実行する。こうし
て、エンジン１の停止時のピストン位置を、後述する燃焼始動に適した位置にする。また
、詳細は後述するが、エンジン１の自動停止時には、エンジン１の再始動時における燃料
圧力を、燃料におけるエタノール濃度に応じて変更するための制御も行われる。
【００５９】
　自動停止状態となったエンジン１を再始動させる際には、エンジン制御器１００が、ス
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タータモータ２０をエンジン１の再始動開始時点から作動させつつ、停止時に圧縮行程に
ある気筒１１内への燃料噴射と点火とを行う（つまり、燃焼始動を行う）。燃料の噴射開
始は、エンジン１が停止している状態のときに、又は、停止時に圧縮行程にある気筒が圧
縮上死点に到達する前のタイミングで行われ、再始動の開始から早い時期に燃料の噴射を
開始しかつ、燃焼を開始することにより、エンジン１の再始動を迅速に行うことが可能に
なる。
【００６０】
　図３は、エンジン１の自動停止条件を例示する図である。前述の通り、ＦＦＶにおいて
は、エタノール濃度の高低によって燃料の性状が異なり、特にエンジン１の温度状態が低
いときには、エタノール濃度が高いほど、燃料の気化率が低下する。そのため、そうした
燃料の気化率が低い条件下でエンジン１を自動停止した後、再始動をしようとしても、始
動性が低くなって迅速始動ができなかったり、始動時のＮＶＨ性能が悪化したりする虞が
ある。そこで、エンジン１の自動停止を許容する条件をエンジン１の水温及び燃料におけ
るエタノール濃度に応じて変更している。具体的には図３に示すように、エンジン水温が
所定温度Ｔ２を超えるときには、エタノール濃度の高低に関わらず、エンジンの自動停止
を許容する。エンジン水温が高いときには、エタノール濃度が高いときでも気化率が比較
的高くなり、エンジン１の始動性を良好にすることが可能になるためである。ここで、図
３に示す温度Ｔ３は、大気圧下におけるエタノールの沸点（つまり、７８℃）に相当し、
所定温度Ｔ２は、このエタノールの沸点よりも低い温度に設定されている。このようにエ
ンジン１の温度状態が比較的低い状態であっても、エンジン１の自動停止を許容すること
により、エンジン１の自動停止の頻度が高まり、燃費性能の向上に有利になる。一方で、
後述するように、エンジン１の温度状態が比較的低い状態であっても、燃料の気化を促進
することで、エンジン１の始動性は確保される。
【００６１】
　燃料におけるエタノール濃度がＥ１からＥ２の間では、そのエタノール濃度が高いほど
、エンジン１の自動停止を許容する温度条件を高く設定する。具体的に、図例では、エタ
ノール濃度に対してエンジン水温が比例するように設定しており、燃料におけるエタノー
ル濃度がＥ１のときには、エンジン水温がＴ１よりも高いのであれば、自動停止を許容す
る。一方で、燃料におけるエタノール濃度がＥ２（＞Ｅ１）のときには、エンジン水温が
Ｔ２（＞Ｔ１）よりも高くなければ、自動停止を許容しない。これは、燃料の気化率及び
エンジン１の始動性を考慮するためであり、燃料におけるエタノール濃度が相対的に高い
ときには、自動停止を許容する温度条件を高くすることで、エンジン１が相対的に低い温
度状態のときには自動停止しなくなる。このことは、再始動時に始動性が悪化してしまう
事態を未然に回避する。
【００６２】
　燃料におけるエタノール濃度がＥ１未満のときには、エンジン１の自動停止を許容する
温度条件をＴ１に設定する。燃料におけるガソリン濃度が高いため、エンジン１の温度状
態が比較的低いときでも燃料の気化率が高くなる結果、エンジン１を確実にかつ迅速に再
始動することが可能になるためである。ここで、前述したＥ１、Ｅ２、Ｔ１、及びＴ２の
各パラメータは、一例として、但しこれに限定されないが、Ｅ１＝２５％（つまりＥ２５
）、Ｅ２＝９５％（つまりＥ９５）、Ｔ１＝３５℃、Ｔ２＝７５℃としてもよい。
【００６３】
　図４は、燃料におけるエタノール濃度と、エンジン１の再始動時における燃料圧力との
関係を示している。つまり、燃料におけるエタノール濃度がＥ３以下のときには、燃料圧
力をＰ１に設定する一方で、エタノール濃度がＥ３を超えるときには、エタノール濃度に
比例して燃料圧力を高く設定している。ここで、エタノール濃度Ｅ３及び燃料圧力Ｐ１は
それぞれ、一例として、但しこれに限定されないが、Ｅ３＝２５％（つまり、Ｅ２５）及
びＰ１＝８ＭＰａとしてもよい。尚、図４に示す燃料圧力Ｐ０は、エンジン１のアイドル
時における燃料圧力であり、例えばＰ０＝３ＭＰａである。
【００６４】
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　燃料におけるエタノール濃度が高いほど、エンジン１の温度状態によっては気化率が低
下することになるが、エタノール濃度が高いほど燃料圧力を高めることによって、燃料噴
射弁５３から噴射される燃料は微粒化する。これは、燃料の気化に有利であり、燃料にお
けるエタノール濃度が高いほど、燃料噴霧の微粒化による気化が促進されることになる。
また、燃料圧力を高めることによって、気筒内に燃料を噴射したときの筒内流動を強める
ことも可能になる。特にエンジン１の再始動時には、エンジン１が止まった状態、又は、
極低回転の状態で燃料の噴射が開始されるため、気筒内の流動は実質的にゼロであるから
、燃料圧力を高め、それによって気筒内の流動を強めることは、燃料におけるエタノール
濃度が高いときの、燃料の気化を補助する。その結果、混合気の着火性及び／又は燃焼安
定性が高まり、エンジン１の始動性、及び、始動時のＮＶＨ性能が向上する。
【００６５】
　さらに、エタノールの理論空燃比とガソリンの理論空燃比とが相違することに起因して
、燃料におけるエタノール濃度が高いほど、燃料噴射量は増大する。そのため、同一の燃
料圧力であれば燃料の噴射期間は長くなるが、エタノール濃度が高いほど燃料圧力を高く
することによって、その分、噴射期間が短くなるから、結果として、燃料におけるエタノ
ール濃度の高低に関わらず、燃料の噴射期間を同程度にすることが可能になる。このこと
は特に、詳細は後述するが、圧縮行程にある気筒内に燃料を噴射するときに、気筒内での
燃料の分布状態を、エタノール濃度の高低に拘わらず、互いに同様の分布状態にすること
ができるという利点がある。
【００６６】
　ここで、前述したように、エンジン１の再始動時には、燃料の噴射を早期に開始するこ
とから、その燃料噴射の開始前に燃料の圧力を高めることはできない。そこで、このエン
ジンシステムでは、エンジン１を自動停止する際に、燃料圧力を予め高めるように構成さ
れている。具体的に、図５は、エンジン１の自動停止時における、エンジン回転数の変化
と燃料圧力の変化との一例を示している。この例は、図４に示すように燃料におけるエタ
ノールの濃度がＥ４で、それに伴い再始動時の燃料圧力をＰ２に設定する例である。
【００６７】
　先ずエンジン１の自動停止前は、エンジン１はアイドル状態にあり、図５に実線で示す
ように、エンジン回転数はＮ０であり、燃料圧力はＰ０である。この状態で、エンジン１
の自動停止条件が成立したときには、エンジン１が停止するまでの間に、燃料圧力をＰ０

からＰ２にまで昇圧しなければならない。エンジン制御器１００は、エンジン１の自動停
止条件が成立した後、エンジン１の回転数を所定の回転数Ｎ１まで高め、その後、燃料噴
射弁５３を通じた燃料の噴射を中止する（図５におけるＦ／Ｃ参照）と共に、点火プラグ
５１を非作動にする。これにより、エンジン１の回転数は次第に低下をし、最終的には回
転数がゼロになってエンジン１が停止する。
【００６８】
　燃料の噴射を中止した後も、エンジン１のクランク軸は回転を継続することから、その
間も、高圧ポンプは、エンジン１（つまり、カムシャフト）によって駆動される。その結
果、燃料の圧力は次第に上昇することになる。こうして、エンジン１が完全に停止する前
、又は、停止した時には、燃料圧力は、所定圧力Ｐ２まで上昇することになる。昇圧した
燃料圧力は、エンジン１の再始動時までは少なくとも保持されるから、エンジン１の再始
動時の燃料圧力を、燃料におけるエタノール濃度に対応する圧力Ｐ２にすることが実現す
る。尚、図５における一点鎖線は、エンジン１を自動停止するのではなく、キーオフによ
り強制的に停止する場合のエンジン回転数の変化及び燃料圧力の変化を示している。エン
ジン１の強制停止時には、キーオフと同時に燃料噴射も終了してエンジン１の回転数が低
下することになり、燃料圧力は、アイドル時のＰ０から実質的に昇圧しないことになる。
【００６９】
　このように、エンジン１の自動停止時には、その停止動作中に高圧ポンプを駆動するこ
とで、燃料圧力を昇圧することから、燃料の噴射を禁止してから、エンジン１が完全に停
止するまでの期間、つまり、その期間にカムシャフトが何回転するかに応じて、到達する
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燃料圧力が変化することになる。エンジン制御器１００は、燃料におけるエタノール濃度
に基づいて、エタノール濃度が高いほど、エンジン１の自動停止時におけるエンジン回転
数を高く設定し、それにより、燃料噴射を禁止してからエンジン１が停止するまでの期間
を長くする。その結果、エタノール濃度が高いときには、エンジン１の再始動時における
燃料圧力が高くなり、エタノール濃度が低いときには、エンジン１の自動停止時における
エンジン回転数を低く設定することで、エンジン１の再始動時における燃料圧力が低くな
る。
【００７０】
　以上のようにして、エンジン１が自動停止した後、前述したエンジン１の自動始動条件
が成立したときには、エンジン１の再始動が行われる。このときには、エンジン１がスタ
ータモータ２０によってクランキングされると共に、燃料の噴射が早期に開始されて燃焼
による始動が実行される。図６は、エンジン１の再始動時の、第１気筒～第４気筒に対す
る燃料の噴射形態を例示する図である。図６は、各気筒１１におけるストロークの遷移を
示しており、同図においてハッチングを付した四角は、当該気筒１１に対して燃料の噴射
を行うことを示している。但し、当該四角が描かれている位置は、噴射タイミング（クラ
ンク角）を正確に示すものではなく、四角の大きさは、燃料噴射量を示すものでもない。
また、図６における一点鎖線は、エンジン１の停止時におけるピストン位置を例示してい
るが、その正確なクランク角を示すものではない。
【００７１】
　図６（ａ）は、燃料におけるエタノール濃度が所定濃度よりも低いときの再始動時の制
御を示している。所定濃度は、例えば６５％（つまり、Ｅ６５）である。エタノール濃度
が比較的低い（言い換えるとガソリン濃度が比較的高い）ことにより、高い気化率を確保
することができる。そのため、エンジン１の自動始動条件が成立して、スタータモータ２
０の駆動を開始するとき、若しくは開始した直後に、停止時に圧縮行程にある気筒１１（
図例では第１気筒）内に燃料の噴射を行い、その後、圧縮上死点付近で点火を行う。こう
してエンジン１の再始動時に、早期に燃焼を開始する。停止時に圧縮行程にある第１気筒
に続いて、圧縮行程に至る気筒１１（図例では第３気筒）に対しては、吸気行程中に気筒
１１内に燃料を噴射すると共に、圧縮行程中にも気筒１１内に燃料を噴射する。吸気行程
中の燃料噴射は、吸気流動を利用して混合気の均質化に有利になる。一方、圧縮行程の進
行に伴う断熱圧縮によって、気筒１１内の温度は次第に高くなるため、圧縮行程中に燃料
を供給することは、気筒１１内の高まる温度を利用した燃料の気化に有利である。
【００７２】
　このように、吸気行程中の燃料噴射は混合気の均質化に有利である一方、圧縮行程中の
燃料噴射は燃料の気化に有利である。そこで、このエンジンシステムでは、再始動時のエ
ンジン１の温度状態に応じて燃料の噴射形態を変更するように構成されている。具体的に
エンジン１の温度状態が所定温度よりも高いときには燃料の気化には有利であることから
、吸気行程中に噴射する燃料量を、圧縮行程中に噴射する燃料量よりも多くする。このと
きに、図６（ａ）とは異なるが、吸気行程中に燃料の全量を噴射し、圧縮行程中には燃料
を噴射しない、としてもよい。好ましくは、吸気行程と圧縮行程とのそれぞれで、燃料を
噴射することである。
【００７３】
　前述の通り、エンジン１の温度状態が高いことで、十分に高い燃料の気化率を確保しつ
つ、吸気行程中に噴射する噴射量を増やすことで混合気が均質化する。これは、混合気の
着火性及び／又は燃焼安定性に有利になる。その結果、エンジン１の迅速かつ確実な始動
が実現し、さらに始動時のＮＶＨ性能も悪化しない。また、エンジン１の再始動時には、
エンジン１の温度が高かったり、吸気温度が高かったりすることに起因して、燃料におけ
るガソリン濃度が高いときには過早着火やノッキングといった異常燃焼が起きやすいとい
う問題があるが、燃料におけるエタノール濃度が比較的高いときには、エンジン１の温度
が高い状態で吸気行程中に燃料噴射を行っても、異常燃焼を回避することができるという
利点がある。
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【００７４】
　これに対し、エンジン１の温度状態が所定温度以下のときには、特に燃料におけるエタ
ノール濃度が高いときには燃料の気化に不利であるため、圧縮行程中に噴射する燃料量を
、吸気行程中に噴射する燃料量よりも多くする。このときに、圧縮行程中に燃料の全量を
噴射し、吸気行程中には燃料を噴射しないとしてもよい。圧縮行程中の燃料噴射は、前述
したように、気筒内の温度上昇を利用した燃料の気化に有利になるため、エンジン１の温
度状態が所定温度以下のときに特に有効である。
【００７５】
　吸気行程中に噴射する燃料量と、圧縮行程中に噴射する燃料量との割合は、エンジン１
の温度状態に応じて、連続的に又は不連続的に、（吸気行程中に噴射する燃料量）：（圧
縮行程中に噴射する燃料量）＝０：１０～１０：０の範囲で適宜、変更すればよい。
【００７６】
　そうして、第３気筒に続いて、ピストンが圧縮上死点に至る第４気筒及び第２気筒につ
いても同様に、吸気行程及び圧縮行程での燃料噴射、又は、圧縮行程での燃料噴射を行っ
て、点火・燃焼を行うことにより、エンジン１の始動が完了することになる。
【００７７】
　これに対し、図６（ｂ）は、燃料におけるエタノール濃度が所定濃度以上（例えばＥ６
５以上）の場合の、再始動時の制御を示している。エタノール濃度が比較的高いことによ
り、エンジン１の温度状態が比較的低いときには気化率が低下する。そのため、エタノー
ル濃度が比較的高いときには、低い気化率を考慮して、エンジン１の自動始動条件が成立
した後、最初に圧縮上死点を超える気筒１１、つまり、停止時に圧縮行程にある気筒１１
（図例では第１気筒）には燃料噴射を行わない。
【００７８】
　前述したように、停止時に圧縮行程にある気筒１１は、クランキングの開始に伴う断熱
圧縮によって気筒１１内の温度が高まるものの、当該気筒１１のピストンは、停止時には
当該気筒１１の中間に位置しているため、そのピストン位置から圧縮上死点に至ったとき
でも実圧縮比は相対的に低くなり、圧縮端温度も相対的に低くなるためである。つまり、
圧縮端温度が相対的に低いことで、筒内温度を利用した燃料の気化には不利になり、特に
エタノール濃度が高い燃料では、十分な気化率が確保できない虞がある。
【００７９】
　そこで、燃料におけるエタノール濃度が所定濃度以上のときには、最初に圧縮上死点を
超える第１気筒には燃料噴射を行わず、２番目に圧縮上死点を超える気筒１１（図例では
第３気筒）に対して、燃料噴射を行う。この気筒１１は、停止時に吸気行程にある気筒１
１であり、クランキングの開始後、ピストンは吸気下死点を経由した後に、圧縮上死点へ
と至る。従って、実圧縮比が相対的に高くかつ、圧縮端温度も相対的に高くなる。この相
対的に高い筒内温度が、燃料の気化の促進に有利になる。
【００８０】
　２番目に圧縮上死点を超える第３気筒以降、エンジン１の始動が完了するまでの燃料噴
射は、図６（ａ）を参照して説明した燃料噴射形態と同じである。つまり、エンジン１の
温度状態に応じて、エンジン１の温度状態が所定温度よりも高いときには、吸気行程中に
噴射する燃料量を、圧縮行程中に噴射する燃料量よりも多くする。これは、吸気行程中の
燃料噴射のみを行い、圧縮行程中の燃料噴射を行わないことも含む。好ましくは、吸気行
程中と圧縮行程中とのそれぞれで燃料を噴射することである。また、エンジン１の温度状
態が所定温度以下のときには、圧縮行程中に噴射する燃料量を、吸気行程中に噴射する燃
料量よりも多くする。圧縮行程中の燃料噴射のみを行い、吸気行程中の燃料噴射を行わな
いとしてもよい。また、ここにおいても、吸気行程中の燃料噴射量と圧縮行程中の燃料噴
射量との割合は、エンジン１の温度状態に応じて連続的に又は不連続的に、０：１０～１
０：０の範囲で適宜、変更すればよい。
【００８１】
　こうして、エタノール濃度が比較的高いときには、無駄な燃焼噴射を省略して、結果的
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にエンジン１の迅速始動が可能になる。つまり、燃料の性状に応じて、最初に燃料を噴射
する気筒を変更することにより、燃料の性状に関わらずエンジン１の再始動時における始
動性が確保される。また、燃料におけるエタノール濃度に応じて、エンジン１の再始動時
における燃料圧力を変更することで、燃料の性状に関わらず燃料の気化が促進されて、再
始動時のＮＶＨ性能の悪化が回避される。
【００８２】
　尚、前記の構成では、気筒１１内に燃料を噴射する、いわゆる直噴の燃料噴射弁５３の
みを備えているが、この燃料噴射弁５３に加えて、吸気ポートに燃料を噴射する燃料噴射
弁をさらに備えるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００８３】
１　エンジン（エンジン本体）
１１　気筒
１００　エンジン制御器
５３　燃料噴射弁
５４　燃料供給システム（燃料供給機構）

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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